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平成 27 年度 事業報告書 

 

公益社団法人民間総合調停センター 

 

近年、社会が複雑高度化するに連れて、様々なトラブルが生じるようになり、

トラブルの内容や当事者のニーズに応じた様々な解決方法が求められるように

なっている。このようなニーズに的確に対応するため、裁判機能を充実させる

必要があることはもちろんであるが、あわせて、トラブルの実情に合った解決

に導くものとして、裁判以外の様々な解決方法が提供されることが望まれる。 

当センターは、ＡＤＲ法に基づく認証紛争解決機関として、市民にとって裁

判と並ぶ魅力的で利用しやすい裁判外紛争解決手続を提供し、もって市民の権

利利益の適切な実現に資することを目的とし、次のとおり活動した。 

 

１ 事業の概要 

（１）「裁判外紛争解決事業（ＡＤＲ事業）」（公１－１） 

総合的なＡＤＲ（Alternative Dispute Resolution）機関として、各種

専門職の専門的な知見を反映し紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力を

尊重した、公正かつ適正な裁判外紛争解決事業 

（２）「各種紛争についての調査・研究・分析や和解あっせん人のスキル向上

等公正かつ適正な紛争解決に資するための事業」（公１－２） 

当センターに申立てられた各種の紛争について調査・研究・分析を行い

ながら公正かつ適正な紛争解決に資するよう和解あっせん人のスキル向上

を図る事業 

（３）「広報活動事業」（公１－３） 

ＡＤＲ手続及びＡＤＲ手続機関である当センターの存在を広く市民に認

知していただくための事業 

 

２ 裁判外紛争解決事業（ＡＤＲ事業）（公１－１） 

（１）概要 

当センターは、裁判と並ぶ魅力的な紛争解決機関になることを目指し、

各種専門家団体、経済団体、消費者団体、自治体等が参加している裁判外

紛争解決機関（ＡＤＲ）であり、「和解あっせん」と「仲裁」という、２

つの手続を実施した。 

（２）和解あっせん手続・仲裁手続 

①和解あっせん手続は、和解あっせん人が当事者の言い分を十分に聴取し、

その利害調整をしたり、解決案の提示を行ったりすることを通じて、紛
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争解決についての合意、すなわち、和解を成立させることを目的とする

手続である。 

②仲裁手続は、民事紛争の解決を仲裁人による仲裁判断によって行うもの

で、当事者の仲裁合意に基づき仲裁廷が判決に代わる判断をする手続で

ある。（注：仲裁廷とは、仲裁手続を審理し、仲裁判断をする機関をい

う。）。 

③平成 27 年度は、平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日の事業期間に

合計 135 件の申立て（全て和解あっせん事件）を受理し、平成 24 年度か

らの継続事件 46 件のうち 45 件を含む 136 件が終結した。 

④終結事件の内訳を見ると、和解契約または仲裁判断により、成立した事

件は 43 件（31.6%）、成立の見込みなしなど、応諾されたものの不成立

となった事件は 49 件（36.0%）であり、不応諾で終結した事件は 44 件

（32.4%）であった。 

（３）和解あっせん手続・仲裁手続の費用 

和解あっせん手続及び仲裁手続の手数料は、申立時に申立手数料として、

1 件 10,000 円及び和解等成立時に、成立手数料として 15,000 円より納付

してもらうところ、平成 27 年度の申立手数料収入は、121 万 1350 円、成

立手数料収入は、124 万 5500 円であった。 

（４）和解あっせん人及び仲裁人に対する報酬 

和解あっせん人及び仲裁人に対しては、期日報酬として、期日 1 回につ

き 5,400 円、成立した場合には、成立報酬として、一人につき 21,600 円を

支払うところ、平成 27 年度の期日報酬は、396 万 9000 円、成立報酬は、

272 万 1600 円であった。 

（５）申立補助制度の受付担当者に対する報酬 

当センターへの申立てを検討し、または希望する方に対し、手続の概要の

説明、申立てに関する助言及び申立書作成方法の指導等を行う申立補助制度

を毎週火曜日及び金曜日の午後 1 時から午後 3 時まで実施している。受付担

当者に対しては、報酬として 1 回につき 5,400 円を支払うところ、平成 27

年度の報酬は、51 万 8400 円であった。 

（６）震災ＡＤＲ体制の検討 

東日本大震災に伴う紛争については、原発ＡＤＲ（原子力損害賠償紛争解

決センター）などのＡＤＲを活用した紛争解決が図られ、終息し始めている

が、大阪及び関西の地で阪神大震災及び東日本大震災と同規模以上の震災が

発生した際に、両大震災時以上に迅速に紛争解決が行われる体制が整ってい

るとは言い難く、各種専門家が協働する総合型ＡＤＲとして、過去の経験を

踏まえ、迅速に様々な紛争解決に向けた体制整備の方策等を検討したが、具
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体的な体制整備までには至っていない。 

（７）ハーグ条約に関するＡＤＲ対応 

国際的な子の奪取の民事面に関する条約（ハーグ条約）を批准したことに

よる「ハーグ条約に関するＡＤＲ手続」を開始しているところ、同手続にお

ける問題点等についての方策を検討した。 

具体的には、本案件に対応できる和解あっせん人候補者の追加選任及び申

立書等の様式の修正等を行った。 

（８）当センターの名称変更 

利用者である市民がこれまで以上に当センターの活動内容を理解しやす

く、かつ、裁判外紛争解決手続を利用しやすくするため、当センターの名

称を平成２７年１２月１日より、公益社団法人総合紛争解決センターから

「公益社団法人民間総合調停センター」に変更した。 

 

３ 各種紛争についての調査・研究・分析や和解あっせん人のスキル向上等公

正かつ適正な紛争解決に資するための事業（公１－２） 

（１）調査・研究等 

当センターが入会している一般財団法人日本ＡＤＲ協会には、同協会の

理事、ＡＤＲ調査企画委員会委員として、当センターの理事、運営委員会

委員を派遣し、同協会の各種活動に協力した。特に、昨年 12 月 10 日に大

阪において実務研修及び実務情報交換会が実施され、当センターの運営委

員会委員等が参加した。 

また、当センターの参加団体会員に対する研修会への講師派遣や、他の

ＡＤＲ機関が実施するシンポジウム等に参加するなどした。 

（２）和解あっせん人等候補者研修 

和解あっせん人・仲裁人候補者のスキル向上を目的として、和解あっせん人

・仲裁人候補者の他、運営委員会・財務委員会委員並びに当センターの参加団

体会員も対象として、下記のとおり、研修を実施した。  

日程 研修テーマ 講師 

5 月 14 日 筆界特定制度 

大阪法務局民事行政部 

不動産登記部門次席登記官 

杉田 善紀氏 

7 月 16 日 平成 26 年度事件実施状況・解決事例紹介 

弁護士 加藤 幸江氏 

宅地建物取引士 金井 信哉氏 

消費者関連専門家会議西日本支部 

会員 廣瀬 勤氏 
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臨床心理士 良原 惠子氏 

9 月 15 日 不動産鑑定評価における諸事項について 
不動産鑑定士 小野 愼太郎氏 

不動産鑑定士 富田 浩二氏 

11 月 18 日 和解に向けた専門家の役割と活用 建築士 小林 道雄氏 

1 月 28 日 
和解あっせん手続きにおける社会福祉士

の役割について 
社会福祉士 三木 一雄氏 

2 月 22 日 

日豪合同あっせん人研修報告 

ハーグ条約事案における国際家事調停の

実務 -法律・文化の違いを超えて 

弁護士 高瀬 朋子氏 

3 月 22 日 美容医療の問題点と法規制 

京都産業大学法科大学院教授・

適格団体京都消費者契約ネット

ワーク理事長 髙嶌 英弘氏 

 

４ 広報活動事業（公１－３） 

平成 27 年度は、ＡＤＲ及び当センターの広報として、ホームページの運営

管理、リーフレット及び当センター成立・不成立事例集の関連団体への配布

を行ったほか、次の広報を実施した。 

（１） 消費者問題専門情報誌『消費者情報』への解決事例の掲出 

解決事例を年間 5 回（4 月号、6 月号、9 月号、11 月号、1 月号）隔月掲

載し、購読者である消費生活専門相談員への周知をはかった。 

（２） 消費者問題専門情報誌『消費者情報』への協賛広告の掲出 

「消費者情報」11 月号に、協賛広告として、1/2 頁カラー広告を掲出した。 

（３） 天神祭りうちわ 

天神祭りの際に配布するうちわを 2 万部製作し、うち 1 万 2 千部は 7 月

24 日、25 日の 2 日間において、南森町、梅田、淀屋橋、堺筋本町、北浜、

本町の各駅において、配布した。 

また、残り 8 千部については、当センター参加団体会員向けに配布した。 

（４） 大阪市営地下鉄広告 

大阪市営地下鉄御堂筋線の車両内のつり革に、掲出期間 1 年間で掲出し

た。 

（５） 大阪市役所内モニター広告 

大阪市役所本庁内の案内モニターへの広告を、配信期間 1 年間で配信し

た。 
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５ 事業報告の附属明細書 

事業報告の内容を補足する重要な事項については、当事業報告書に含まれ

ているため、事業報告の附属明細書の作成を省略している。 

 

以 上 


